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(4) 資料作成説明会については、原則として実施しない。 

 

(5) (1)の期間内に申請書等の提出がない場合（必要書類の提出不足等も含む）又は申請書

等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体

的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとする。抽象的内容の記載は認めない。 

 

(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の

有無については、令和８年７月 27 日までに通知する。なお、参加資格「無」とした者に

対しては、その理由を付して通知する。 

 

(7) 競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。 

 

(8) その他 

① 資料等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

② 支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に

無断で使用しない。 

③ 提出された申請書等は、返却しない。 

④ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定

の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官が承認し

た場合においてはこの限りではない。 

 

６ 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明 

(1) 競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格が

ないと認めた理由について、次に従い、書面（様式は任意）により説明を求めることがで

きる。 

 

①  提出期限： 令和８年７月 30 日 17 時まで 

②  提 出 先： 北海道森林管理局 経理課 専門官 

   電話 011-622-5214 

メールアドレス：h_keiri@maff.go.jp 

③  提出方法： 原則として電子メールとする。（提出期限必着） 

 

(2) 支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和８年８月３日までに説明を求

めた者に対し、書面により回答する。 

(3)  (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを、次のとおり閲覧

に供する方法により公表する。 

① 閲覧期間： 令和８年８月６日から令和８年９月４日までの休日を除く毎日、９時か

ら 17 時まで。 










































